
ボランティア活動中、万が一の事故に備えるための 2023年度
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傷害補償

日本国内において、被保険者 (保険契約により補償を受けられる方)がポランティア活動中に被った
急｀

激ア)｀ つ偶然な外来の事故によるケガ ∝1)に
対

牲2)亡保険金、後遺障害保険金、入院保F父金、手
術保険金および通院保F父金等をお支払いします。

C

(注 1)「ケガ」の定義については、「用語のご説明」(7ページ)の該当欄をご参照ください。
(注 2)健康保険、加害者からの賠償金の有無等に関係なくお支払いします。

賠償責任
補  償

被保険者が日本国内において次のいずれかに該当する偶然な事故によって他人の生命や身体を害した
り、他人の財物を損壊 (減失、破損または汚損)した場合等に、被保険者が法律上の損害賠償責任を
負担することによって被る損害 (損害賠償金や争訟費用等)に対して保険金をお支払いします。
(a)ボランティア送動中に発生した事故 (b)ポランティア活動に伴つて提供した財物に起因する事故
(c)ボ ランティア活動の結果に起因する事故
(d)ポランティア活動に伴って占有、使用または管理する保管物の損壊、紛失または盗取
なお、(d)については、保管物について正当な権利を有する者に対する法律上の損害賠償責任のみ
が対象となります。
※□頭、文書等による名誉毀 (き )損またはプライバシーの侵害など、人格権侵害による損害も補償の対象です。

死亡見舞金
ポランティア渚動中、ポランティア自身が「傷害保F父金」の対象にならない疾病で亡くなつた場合
※死亡見舞金は市民活動久害共済プランのみ給付対象となり、天久危険補償プランは給付対象外となります。

この共済・保険|よ、カロ入されたボランティアの方が自発的な意思に基づき、日本国内において他人や地域 。社会
に貢献するなど社会的に意義があるボランティア渚動中 (往復途上を含む)の、万が一の事故に備えていただくた
めのものです。保険金または見舞金をお支払いする主な場合は次のとおりです。

保険金をお支払いできる条件は適用される普通保険約款および特約によつて異なりますので、詳細は普通保険約款および特約でご確認ください。

ボランティア活動保険 |よ東京都社会福祉協議会が保険契約者となり、引受保険会社と契約する保険です。ボラ
ンティア個人またはボランティア活動団体は、カロ入申込者となり、ボランティア個人が被保険者となる制度です。
■加入申込者の詳細は、以下の通りです。

カロ入申込者 兵庫県社会福祉協議会および兵庫県下各市区町社会福祉協議会に登録された団体および恒人ポランティアに限ります。

■自発的な意思に基づき、他人や社会に貢献することを目的とした日本国内における無償の活動 (交通費、食
事代など費用弁償程度の支給|よ無償とみなします。)で、次のいずれかの渚動に限ります。

●社会福祉協議会に届け出た、またlよ社会福祉協議会の委嘱を受けた沼動
●所属するポランティア活動団体等の会則

ω
に則り、企画立案された渚動 (注)名称は問いません。

■上記の活動にはポランティ
■自動車事故は、被保険者産

ア活動場所への通常の経路による往復途上や、ポランティフ

■次の活動は、このポラン宴
身のケガのみが対象で、身体障害 財物損壊の賠償事故伐 

動のための学習会、研修会、会議等への参加も含まれます。
よお支払いの対象になりません。(自動車保険の対象)

:イ ア保険の補償対象にはなりません。

O海難救助または山岳救動ポランティア活動 ○銃器を使用する害獣悪E除ボランティア渚動
O野焼きまたは山焼きを行う森林ポランティア渚動 ○チェーンソーを使用する森林ボランティア活動
O自己の利益を直接の目的とする自助渇動

|

○団体構成員の相互扶助や親睦を目的とする汚動
○インターンシップ等や資格取得等を目指した活動
○学校の管理下 (授業の一                                      |
OPTA、 自治会、田」内会 

として参加する)と してイ    
企業等の営利事業の一環として行う渚動

|、 マンション管理組合等の基

うボランティア渚動 (ボランティアサークル・クラブ活動は対象とします。)
ミ員の共通の利益、親睦を目的とした活動

<市民活動災害共済プラン>1名につき 500円  <天災危険補償プラン>1名につき600円
※保険料の払込方法は、現金でご加入と同8寺 にその金額を払い込む一時払となります。カロ入手続の詳細は2ページをご確認ください。

料の払tヽ 戻しはできません。

※市民渚動炎害共済プランの掛金のうち、480円は三井住友海上人公保険株式会社の「ボランティア活動保険」(傷害補償・賠償責任補償)の
保険料に充当しています。死亡見舞金は、兵庫県社会福祉協議会が独自に運営しています。



5.補償 (保険)期間

●2023年 4月 今日0時から2024年 3月 34日 24時までの 1年間。

●また、補償期間の途中での中途加入も可能です。その場合の補償期間 |よ、加入手続完了日 (受付窓□の各市区田」

社会福祉協議会での受付日)の翌日0時ア〕`ら2024年 3月 34日 248きまでとなります。

6J保険金額 (給付 )・ 支払限度額と保険料

保険金 (給付金)の種類
保]父金額 (給付金額)。 支払限度額・免責金額

市民沼動炎害共済プラン 天久危険補償プラン

傷害補償

死亡保険金 16,200千円 9,400千円

後遺障害保険金
後遺障害の程度に応じて、

死亡保F父金の100%～42%をお支払いします。

入院保険金日額 9,000円 7,500円

手術保険金
① 入院中に受けた手術の場合…[入院保F食金日額]× 40
② ①以外の手術の場合 [入院保険金日額]× 5

通院保険金日額 4,200円 3,600円

特定感染症による後遺障害、

入院保険金、通院保険金
上記、死亡保険金を除く、後遺障害、入通院保険金額に同じ

特定感染症葬祭費用l呆険金 300万円限度

天久危険補償特約 な し あ り

賠償責任

補償

身然障害・財物損壊共通
4事故につき (支払限度額)5億円 (免責金額なし)

人格権侵害

見舞金 ボランティア共済死亡見舞金 給付金額40万円 な し

掛金 (保険料・共済掛金) 500円 600円

支払限度額 |よ、 お支払いの対象となる損害のうち、争訟費用、協力
費用については、原則として支払限度額の適用はありません。ただし、争訟費用については損害貝き償金の額が支払限度額を超える場合に

すヽる保険金・見舞金」(3ページ)をご参照ください。は取1及いが異なりますので、詳細は「10 お支払いの対象となる損害 お支払t

免責金額は、l呆険金としてお支払いする 1事故ごとの損害の額ア)｀ ら差し引く額で、お客さまの自己負担となる金額をいいます。お

客さまが実際にご力日入いただく支払限度額 ,保険金額および免責金額につきましては、上記の「保険金額 (給付金額)・ 支払限度額
免責金額」欄および力B入申込票にてご終認ください。

tヽ tヽ

<特庁非営利滑動法人補僧特約>
`令

てのプラ セ ッン t「 卜さね 表す 6)

特定非営利渚動促進法に規定する「特定非営利渚動」を、この保険の対象となるボランティア渚動に含めます。また、NPO法人 (※ )

を賠償責任補償の被保険者に含め、ボランティアがNPO法人の渚動に従事 している際に、この保険の対象となる事故により、

NPO法人が法律上の損害賠償責任を負担することによつて被る損害に対してl呆険金をお支払いします。
※記名被保険者であるポランティアが所属するボランティア活動団体であるNPO法人をさします。

7 加入手続

●下記の力B入書類に加入者の掛金を添えて、最召りの市区田」社会福祉協議会ボランティアセンターにご提出ください。なお、

4月 十日ん`らの加入を希望される場合 |よ、 3月 34日 までにお手続きください。

①「兵庫県ボランティア 市民渚動炎害共済力B入申込票兼加入者名簿」  ②「加入者名簿」
※ボランティア団体 (グループ)で加入する場合には、必ず「加入者名簿」(所定用紙があります)を添付してください。住所 (番地まで記入)

氏名 電話番号が記載された既存の名持がある場合には、それに替えることができます。その場合は、 3部ご提出ください。
※兵庫県社会福祉協議会 (市区町社会福祉協議会を含みます。)は、本共済の運営において入手する個人情報を、本共済の事務運営のために

使用します。

8日 事故対応

①事故が起きた場合には、ただちに、力B入手続をした市区町社会福祉協議会に連絡し、事故の日から30日以内に「事故届出お

よび証日月書」をご提出ください。
●<示談交渉は必ず引受保険会社とご相談いただきながらおすすめください。>
この保険では、保険会社ん`被保険者に代わつて損害賠償請求権者との示談交渉を行う「示談交渉のサービスJを行いませんが、万一、被保
険者が損害賠償責任を負う事故が発生した場合には、賠償問題が円為に解決するようご相談に応じさせていただきます。なお、あらかじめ
引受保険会社の同意を得ないで損害賠償責任を認めたり、損害賠償金等を支払われた場合には、損害賠償責任ナ」`ないと認められる額等が保
険金から差し引ダ)｀ れることがありますのでご湛意ください。

②「事故届出および証 B月書」を受付後、保険会社ブ〕`ら保険金請求書類をお送りします。

③補償対象になるかどうア)｀のお問い合わせについては、(取扱代理店)兵庫福祉保険サービス(フ リーダイヤル(0420-118-192))
をご利用ください。

9.その他

0ご加入後、住所等に変更があつた場合には、速やア〕`に加入手続をした市区田」社会福祉協議会にご通知ください。
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10,お支払いの対象となる損害・ お支払いする保険金・見舞金

お支払いの対象となる損害 。お支払いする保険金槌
の融 保険金の種類 内 容

死亡保険金

保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日ズ)｀ らその日を含めて180日 以内に死亡された場合、死亡
後遺障害保険金額の金額

ω を被保険者の法定相続人にお支払いします。
(注)既にお支払いした後遺障害保険金がある場合tよ 、死亡 後遺障害保険金額ブθ`ら既にお支払いした後遺障害

保険金の額を差し引いた残額となります。

後遺障害保険金

保険期間中の事故によるケガのため、事故の発生の日ん`らその日を含めて180日 以内に後遺障害が生じた場合、
後遺障害の程度に応じて死亡 後遺障害保険金額の100%～ 420/Oをお支払いします。
※1 政府労炎保険に準じた等級区分ごとに定められた保険金支払割合で、後遺障害保険金をお支払いします。

ただし、第 1級から第7級までに限ります。
※2 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて180日 を超えてなお治療を要する状態にある場合は、引

受保険会社 tよ 、事故の発生の日からその日を含めて184日 目における医師の診断に基づき後遺障害の程
度を認定して、後遺障害保険金をお支払いします。

※3 同下の部位に後遺障害を加重された場合は、既にあった後遺障害に対する保F父金支払害J合を差し引いて、
保険金をお支払いします。

※4 既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、死亡 後遺障害保険金額から既にお支払いした後遺
障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。また、保険期P9日 を通じてお支払tヽする後遺障害保
険金は、死亡 。後遺障害保険金額が限度となります。

入院保険金

保険期P日弓中の事故によるケガのため、入院された場合、 [入院保険金日額]× [入院の日数]を お支払tヽ します。
※1 事故の発生の日からその日を含めて480日 を経過した後の入院に対してtよ 保険金をお支払いしません。

また、お支払いする入院の日数は180日 が限度となります。
※2 入院保険金をお支払いする期P日月中にさらに入院保険金の「保険金をお支払いする主な場合」に該当する

ケガを被つた場合は、入院保険金を重ねてはお支払いしません。

手術保険金

保険期P日弓中の事故によるケガの治療のため、事故の発生の日からその日を含めて180日 以内に手術を受けられ
た場合、次の算式によって算出した額をお支払いします。
① 入院中に受けた手術の場合…[入院保険金田額]× 40
② ①以外の手術の場合 …[入院保険金日額]× 5

※ 4事故に基づくケガについて、 1回の手術に限ります。また、 1事故に基づくケガについて①および②の
手術を受けた場合は、①の算式となります。

通院保険金

保険期P日弓中の事故によるケガのため、通院された場合、[通院保険金田額〕×[通院の日数]を お支払いします。
※ 1 事故の発生の日からその日を含めて180日 を経過した後の通隣に対しては保険金をお支払いしません。

また、お支払いする過院の日数は90日 が限度となります。
※2 入院保険金をお支払いする期間中に通院された場合は、通院保険金をお支払いしません。
※3 通院保険金をお支払いする期P日日中にさらに通院保険金の「保険金をお支払いする主な場合」に該当する

ケガを被つた場合Iよ 、通院保険金を重ねてはお支払いしません。

熱中症危険補償
急激かつ外来による日射また|よ熱射によって、その身体に障害を被ちた場合に、死亡 後遺障害 入院 手術
通院保険金をお支払いします。

特定感染症危険「後
遺障害保険金、入院
保険金および通院保
険金」補償

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成40年法律第114号 )に規定する一頬感染症、
二類感染症、三類感染症、新型コロナウイルス感染症および指定感染症 (「特定感染症」といいます。)を保険
期P日日中に発病 (被保険者以外の医師の診断による発病をいいます。)し、
●発病の日からその日を含めて180日 以内に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて死亡保険金額の
100%～42%を お支払いします。ただし、既にお支払いした後遺障害保険金がある場合には、後遺障害保険
金額から既にお支払いした後遺障害保険金の額を差し引いた残額が限度となります。

●その治療のため入院 (普通保険約款に定める入院に準ずる状態を含みます。)された場合、入院保F父 金田額×
入院日数をお支払いします。ただし、発病の日からその日を含めて180日 以内の入院に限ります。

0その治療のため通院された場合、通院保険金日額×通院日数をお支払いします。ただし、発病の日からその
日を含めて180日 以内の通院に限ります。また、90日 がお支払いの限度となります。

ただし、被保険者が特定感染症を発病した場合は、その特定感染症を発病した日からその日を含めて30日 以内
にその特定感染症の発病の状況および経過を引受保険会社に通知しなければなりません。

特定感染症危険「葬
祭費用保険金」補償

保険期PB弓 中に特定感染症を発病し、その直接の結果と
に死亡されたことにより、被保険者の親族が葬祭費用
支払いします。

して被保険者が発病の日からその日を含めて180日 以内
を負担された場合に、300万 円を限度として保険金をお

傷
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解 語晒伝豊揺埓崇ぎⅧ 茂響喬看憲籍招 翻 2と

して列挙されい る診驚 子為のう韓 君診療報酬点数剤 こ肺 て

(注 2)②の診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を
居起勇¬識亀F埜雪誘霙鋳猛響r艦 緒ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびti

熱療法による診療行為を除きます。
※

垂警εをご雪思拿ぢぁ『 顔花」積孝静 Jそ宅再蹂 9顎ぜ。
を被つた所定の部位を固定するた期 こ国 市鋭 旨剰 こよリギプス等

の を常時

「所定の部位Jと は、次のいずれかの部位 (指、顔面等は含まれません。)をいいます。
長管骨 (上腕骨、撓骨、尺骨、大腿骨、匹骨および誹骨をいいます。以下同様とします。)ま たは脊柱

場 宴辱堰     島絆 :分
仰 手a中 足骨およびそれらよ暁 フ化lttl鯰 まれません∋。ただ臥 長管骨を含めギ
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埼恕 柔、壁象職 、玉

プス等∞の匿定具を装着した場合に限ります。
ンーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、胸部

鞣選縣屯雛唯醜堅椒縣 戸場き縣 百艤 ぞ麿露
他 暫 認

B朧
鵡 鮎 碑 凱 爾陥£琵濡お泳「丞豊獄占ぁ甦糞Ёttbぎ等∫

きゆう)マッサージ等の鬱
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補償
の

種類

お支払いの対象となる損害・お支払いする保険金

保険金の種類 ぬ 容

賠
償
責
イ壬
補
償

①損害賠償金
法律上
に対す

の損害賠償責任に基づいて損害賠償請求権者に対して支払うべき治療費や修理費等 (損害賠償請求権者

る遅延損害金を含みます。)

②損害防止費用 事故が発生した場合の損害の発生またIよ拡大の防止のために必要または有益であつた費用

③権利保全行使費用
発生した事故について、他人ズ〕`ら損害の賠償を受けることができる場合に、その権利を保全 :夫 たは行使するた

めに必要な手続に要した費用

④緊急措置費用 事故が発生した場合の緊急措置 (他人の生命や身体を害した場合における被害者の応急手当等)に要した費用

⑤協力費用 引受保険会社が発生した事故の解決にあたる場合、引受保険会社へ協力するために要した費用

⑥争訟費用 損害賠償に関する争訟について支出した訴訟費用、弁護士報酉)l等の費用

お支払いする争訟費用の額

上記①から④までの保険金については、それぞれの規定により計算した損害の額から2ページ「6 保F父金額 (給付金額)支払限度額と保険

料」記載の免責金額を差しSいた額をお支払いします。ただし、 2ページ「6 保険金額 (給付金額)支払限度額と保険料」記壷打の支払限度

額を限度とします。上記⑤および③の保険金については、原貝Jと して支払限度額の適用はありません。ただし、⑥については①ア〕`ら④までの
損害の合計額が支払β艮度額を超える場合にIよ、次の金額を限度とします。

支払限度額
⑥争訟費用の額 ×

①から④までの損害の合計額

なお、「②損害防止費用Jおよび「④緊急措置費用」を除き、事前に引受保険会社の同意を要しますので、必ず引受保険会社までお問い合わ

せくださtヽ。

「①損害賠償金」についてのご注意

被保険者が被害者に対して支払わなければならない損害賠償金の額は、適用される法律の規定、被害者に生じた損害の額および被保険者

の過失割合等によつて決まります。被保険者が、法律上の損害賠償責任がないにもかかわらず被害者に対して支払われた見舞金等は、保

険金のお支払いの対象とはなりません。

見舞金
ボランティア共済

死亡見舞金
ボランティア汚動中、ボランティア自身が疾病により死亡し、傷害給付金 (保険金)の支払い対象とならなt

例)ポ ランティアの研修に参加している途中、気分が悪くなり病院に運ばれたが、心不全で翌日亡くなつた。
場ヽ合

8轄層患霙笹(登逐畳姦畠築窪|よ覇益写瞥ダ57房貿恩婁窪擦侵ふ櫓茫感塁推)については厚生労働省ホームページ(httpsツ /www mh w 301p)をご覧

:て言言甘4gョ培掻塚三言曾壌要毒橿感慧堡暑急畳鰺曇巻曇堡章接渉讐景}巽
葵乙塁あ尖躍銅裟勢鱗 花霧b響磐亨等)、 ポランティアご本人が

補償の
種類

保険金をお支払いしない主な場合

傷
害
補
償

被保F父者
ま

た

た

によ
tヽ )

るものであ

または傷害保険金
たtよ 闘争行為によ

1

れらに類似の事変または暴動によるケガ
ンでは対象となります。)

たはこれらの特性によるケガ

道路交通法第65

1受保険会社が補償すべき傷害

いします。)

等

るケガ
るケガよ

よ

tよ、

し、

アヽ〕`なる でも、 つて
もし、

○地震、 ま

○核燃料物質ま
○山岳登はん、スカイ ハング

ガ

イ

ンティア活動
l江 )

合ヽわせください。

○普通保険約款の規定に従い保険金を支払うべき傷害に起因する特定感染病

Ol呆険責任開始日からその日を含めて10日 以内に発病した特定感染症。ただし継続加入している場合を除きます。 等

賠
償
責
任
補
償

し、提供物の本来意

の

等

し

内乱、

ま

○保険契約者よ よって生じた損害賠償責任

ら

し ま

す

ランティア
つつ

上記以外にも保険金をお支払いしない場合があります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。また、ご不明な点については、

たは引受保険会社までお問い合わせくださtヽ。
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12,そ の他ご留意いただきたいこと

0この保険は社会福祉法人東京都社会福祉協議会が保険契約者となる日月細付契約です。

●契約取す′及者が代理店または引受保険会社の社員の場合は、引受保険会社の保険契約の締結潅を有し、保険契約の締結 ,保険料の領収 保険

料領収証の発行 ご契約の管理などの業務を行つています。したがって、代理店または引受保険会社の社員と契約され有効に成立したご契

約につきましては、引受保険会社と直接契約されたものとなります。

0カ0入申込票の加入者控が加入者証となりますので、内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

●ご加入の内容は、保険の種類に応じた普通保険約款および特約によつて定まります。詳細は普通保険約款および特約をご確認ください。ま

た、ご不明な点については、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせください。

●次のような場合には、保険期P日日終了後、継続力D入できないことや補償内容を変更させていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

O著 しく保険金請求の頻度が高いなど、力0入者相互間の公平性を逸脱する極端な保険金支払またはその請求があつた場合

0この保険契約に関する個人情報について、引受保険会社が次の取扱いを行うことに同意のうえお申込みください。

【個人情報の取扱いについて】
この保険契約に関する個人情報は、引受保険会社がこの保険引受の審査および履行のために利用するほか、引受保険会社およびMS&AD
インシュアランスグループのそれぞれの会社 (海外にあるものを含む)が、この保険契約以外の商品 サービスのご案内 ご提供や保険SI

受の審査および保険契約の履行のために利用したり、提携先 委託先等の商品 サービスのご案内のために利用することがあります。

ただし、保健医療等のセンシティブ情報 (要配慮個人情報を含む)の利用目的は、法令等に従い、業務の適切な運営の確保その他必要と認

められる範囲に限定します。また、この保険契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先 (保険代理店を含む)、

保険仲立人、医療機関、保険金の請求 支払いに関する関係先等 (いずれも海外にあるものを含む)に提供することがあります。

詳細は、三井住友海上ホームページ (httpsツ /www ms inscom)を ご覧ください。

●保険会社破綻Bき等の取扱い

○損害保険会社が経営破綻した場合に保険契約者等を保護する目的で、「損害l呆険契約者保護機構Jア)｀ あり、3受保険会社も加入しています。

○この保険は、保険契約者がイ固人、小規模法人 (破綻Bき に常時使用する従業員等の数が20人以下の法人をtヽ い讃す。)ま たはマンション管

理組合 (以下、「個人等Jといいます。)である場合に限り「損害保険契約者保護機構」の補償対象であり、損害保険会社が破綻した場合

でも、保険金、解約返れい金等は80%ま で補償されます。ただし、破ヤ
F定 前に発生した事故および破綻Bき ア)｀ ら3か月までに発生した事故

による保険金は100%補償されます。

○また、保険契約者がイ固人等以外の保険契約であつても、被保険者がイ固人等であり、かつ保険料を負担している場合tよ、その被保険者に係

る部分については、上記補償の対象となります。

(1)事故にあわれた場合の引受保険会社へのご連絡等 (注)2ページの「8 事故対応」をご確認いただきご対応ください。

事故が発生した場合は、あわてず、落ち着いて、次の処置を行つたうえで、加入手続きをした市区田J社会福祉協議会にご連絡ください。

①損害の発生および拡大の防止 ②相手の確認 ③目撃者の確認

(2)保 険金のご請求時 にご提出いただ く書類

被保険者またIよ保険金を受け取るべき方 (こ れらの方の代モ早人を含みます。)が保険金の請求を行う場合は、次表の書類のうち、事故受付後に引受保険会
社が求めるものをご提出いただきます。詳細は取扱代理店または引受保険会社にご相談ください。
※1 ご提出いただく書類には「●」を付しています。「―」が付されている場合は、ご提出いただく必要はありません。
※2 特約に基づいて保険金の請求を行う場合は、次表の書類のほズ)｀、それぞれの特約に定める書類をご提出tヽ ただきます。
※3 事故の内容、損害の額、傷害の程度等に応じて、次表の書類以外の書類をご提出いただくようお願いする場合がありますので、ご了承ください。

13と 事故が起こった場合の手続

保険金のご請求に必要な書類
補償項目

A=傷害補償
8=賠償責任補償 A B

(1)引受保F食会社所定の保険金請求書 引受保険会社所定の保険金請求書 0 ●

(2)S受 保険会社所定の事故内容報告書、損害の発生を確認する書類およびその他こ

れに類する書類
の

(注 )事故発生の状況 日時 場所、事古実の原因、損害または費用発生の有無を確認

するための書類をいいます。

引受保険会社所定の事故状況報告書、警察署 消防署の証明書、交通事
故証日月書、事故原因 損害状況に関する写真 画像データ 修理業者′も`

らの報告書、損害明細書、免貢事由該当性を確認する書類
0 ●

(3)対象の損害であることを確認する書類

ポランティア渚動推進法人またIよポランティア渚動団体の責任者が発行する次の書類

○ボランティア活動中の事故であることを証粥する書類

○ポランティア渚動団体の構成員であることを証明する書類
○ポランティア活動推進法人の委嘱を受けた方もしくtよボランティア活動推進法人

に登録した方であることを証明する書類

事故証0月書、ポランティアの名簿

0 0

(4)損害賠償の額および損害賠償請求権者を確認する書類
①他人の身体障害の程度、損害の額および損害賠償請求権者を確認する書類

②他人の財物損壊 (財物の使用不能による間接損害を含みます。)の程度、損害の額
および損害賠償請求権者を確認する書類

③Эおよび②のほナコ`、損害の額、被害者および損害賠償請求権者を確認する書類

④損害賠償請求権者に対して負担する損害貼償の額および損害賠償金の支」、tヽ また
Iよ保険金の支払いに関する損害賠償請求権者の承認をるg認する書類

⑤共同不法行為の場合に第二者等に対する権利の移転をる窪認する書類

診断書、後遺障害診断書、死亡診断書、診療報百hl明 細書、治療費および

治療にかかわる交通費 諸雑賢の領収書 明細書、休業損害証明書、源

泉徴収票、住民票、戸籍謄本

修理見積書 領収書、取得時の領収書、決算書類、事故前後の売上計画

実績、自動草検査証 (写 )、 建物登記簿謄本、戸籍謄 (抄)本、全部 (個人)

事項証明書

示談書、判決書、引受保険会社所定の念書および損害賠償請求権者から

の領収書

権利移転証 (兼)念書

0

(5)身体障害、ケガの発生およびその額を確認する暮類
①死亡事故であることを確認する書類

②後遺障害による損害の内容 程度を確認する書類

③その他傷害事故の損害の内容 程度を確認する書類

死亡診断書、死体検案書、出生ア)｀ ら死亡よでの連続性が確認できる戸籍謄本

引受保険会社所定の後遺障害診断書、レントゲンフィルム等検査資料そ
の他の後遺障害による損害の額を示す書類

引受保l食会社所定の診断書、診療状況申告書、入院 通院状況申告書、

治療資の領収書、診療報酬口月細書、調査に関する同意書

0

(6)被保険者が負担した費用の額を示す書類 支出された損害防止費用 権利保全行使費用 緊急措置費用 協力費用

争訟費用等の費用が確認できる書類 明半{B書
0
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(7)その他必要に応じて31受保険会社が求める書類
①保険金請求権者を確認する書類

②引受保険会社が事故または損害の調査を行うために必要な書類

③他ア)｀ ら支払われる損害賠償金 保険金 給付金等の額を確認する書類

④保F食金の請求を第二者に委任したことを確認する書類

住民票、戸籍謄本、委任状、印鑑証日月書 法人代表者資格証明書、代表
者事項証明書

S受保険会社所定の同意善

示談書、判決書、被害者からの領収書、保F食会社ア)｀ らの支払通知書、労
奥支給決定通知

委任を証する書類および委任を受けた方の印鑑証明書またIよ法人代表者
資格証明書もしくほ代表者事項証明書

0 0

■重度の後遺障害が生じ意思能力を喪失した等、被保F食者に保F食金または損害賠償金を請求できない事情がある場合は、被保険者の方の規族のうち一定の条件を
満たす方が代理人として、保険金またIよ損害賠償金を請求できる場合があります (「代理請求人制度」)。 詳細は取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせ
ください。

■引受保F食会社tよ、保険金請求に必要な書類
岱1)を

ご提出tヽ ただいてからその日を含めて30日 以内に、保険金をお支払tヽ するために必要な事項
(′主2)の確認を終

えてl呆険金をお支払いします
∝3)。

(注 1)保険金請求に必要な書類tよ、上記の表をご覧くださtヽ 。「代理請求入制度」をご不U用の場合は、被保険者が保険金を請求できない事情を示す書類をご提出
いただきます。

(注 2)保険金をお支払いする事由発生の有無、保険金をお支払いしない事由の有無、保険金の算出、保険契約の効力の有無、その他引受保険会社がお支払いす
べき保険金の額の確定のために確認が必要な事項をいtヽ ます。

(注 3)必要な事項の確認を行うために、警察など公の機関の捜査結果の照会、損害保険鑑定人 医療′l幾関など専門機関の診断 鑑定等の結果の照会、人害救助
法が適用された被久地における調査、日本国外における調査等が不可欠な場合には、普通保険約款および特約に定める日数までに保険金をお支払tヽ します。
この場合、引受保険会社は確認が必要な事1頁 およびその確認を終える時期を被保β食者に通知します。

■保険金請求権については時効 (3年)がありますのでご注意くださtヽ 。保険金請求権の発生時期等の詳細は、普通保険約款および特約でご確認ください。
■損害賠償請求権者 tよ、損害賠償金にダ)｀ ア)｀わる被保険者の保険金請求権について保険法に基づ<先取特権 (他の債権者よりも優先して弁済を受ける権利)を有し

ます。また、原則としてこれらの保険金請求権の譲渡 質権設定 差押えtよできません。

翫瘍継ar龍畿孫暁墨灘鶴瞭轄辞衰ヨ芦踏箋尋!翻 綿 逸
要な場合は、取扱代理店またはSI受保険会社までお申と
合には、この書面に記載の事項につき、記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
※力8入申込票 (*)への記名 ,押印 (ま たは署名)は、この書面の受領印を兼ねてtヽます。

2021年 10月 1日 以降始期契約用

ご加入に際して特にご確認tヽただきたい事項をこの「契約概要」に記載しています。c~力8入される前に必ずお読みいただき、お申
込みくださtヽますようお願tヽいたします。この書面tよご加入に関するすべての内容を記華完しているものではありません。詳細は
普通保険約款・特約でご確認ください。また、ご不明な点についてtよ 取扱代理店また1よ引受保険会社までお闘tヽ合わせください。

契約概要のこ説明

保険の種類 商品の仕組み

ポランティア渚動保険 ボランティア活動保険普通保険約款
①傷害条項   ⇒ 傷害補償
②賠償責任条項 ⇒ 賠償責任補償

+
③細菌性食中毒およびウイルス性食中毒補償特約
④熱中症危険補償特約
⑤特定非営不U活動法人補償特約
⑥後遺障害等級第 4～ 7級限定補償特約
⑦特定感染症危β食「後遺障害保険金、入院保険金およ

び過院保険金」補償特約
③特定感r木九症危険「葬祭費用保険金」補償特約
③天久危険補償特約 (★ )

⑩人格権侵害補償特約
⑩ボランティア活動保険追加特約 (大規模公害特例

月例精算方式)

(★ )「天炎危険補償プラン」のみ

1.商品の仕組みおよび引受条件等

(1)商品の仕組み

(2)補償内容
■被保険者

ただし、適用される普通保険約款 特約によりその他の被保険者が設定される場合
がありますので、詳細は普通保険約款 特約でご確認ください。

■保F食金をお支払いする主な場合

磐≦露愁望家合手ざ里愁尋晃奪乙学『 4デをぜ雪諮賢乳盗尋奪
済J)の「l呆険金 見

■お支払tヽの対象となる損害 お支払いする保険金
パンフレット本文 (「兵庫県ボランティア !市民活動A害共済J)の 「お支払tヽの
対象となる損害 お支払いする保F食金 見舞金Jのページをご参照ください。

1,ご契約申込みの数回等 (クーリングオフ)

このご契約は、保険期P日∃
(*)が 1年以下であることから、クーリングオフの

対象ではありません。

■保険金をお支払いしない場合 (主な免責事由)

パンフレット本文 (「兵庫県ボランティア 市民汚動奏害共済J)の「保険金をお
支払いしない主な場合Jのページをご参照ください。
なお、詳細tよ普通保険約款 特約の「保険金を支払わない場合」等の項目に記載
されております。

(3)セ ッ トできる主な特約
天久危険補償特約 (天炎危険補償プランに付帯)以外に、この保険契約には
お客さまの任意でセットできる特約はありません。

(4)保険期間
この保F食の保険期間 (*)Iよ 1年間です。お客さまが実際にごカロ入いただく保
険期間につきましては、パンフレット本文 (「兵庫県ボランティア 市民活動
公害共済」)患たは加入申込票の「加入期間」臓にてご確認ください。

(5)支払限度額等
パンフレット本文 (「兵庫県ボランティア 市民汚動久害共済J)をご参照く
ださい。

2.保険料
保険料

(つ
は、保険金額

(つ
等によって決定されなす。詳細は、取扱代理店ま

たIよ引受保険会社訣でお問い合わせくださtヽ。お客さまが実際にご加入いただ
く保険料につきましては、パンフレット本文 (「兵庫県ボランティア 市民活
動久害共済J)の「掛金 (保険料 共済掛金)JのページまたIよ力[入申込票の「掛
金額J機にてご確認ください。

3.保 B貞料の払込ん法について
パンフレット本文 (「兵庫県ボランティア 市民活動炎害共済」)をご参照くだ
さい。

4.満期返れい金・契約者配当金
このご契約には、満期返れい金 契約者配当金(よありません。

5.解約返れい金の有無
この保険には、ごカロ入の脱退

の「6
(解約)に際しての解約返れい金はあり患せん。
解約と解約返れい金Jをご参照ください。

2.告知義務・通知義務等

(1)ご加入時における注意事項 (告知義務―加入申込票の
記載上の注意事項)

申込人またIよ被保険者 (つ
tユよ、ご期入時に危険

(4)に
関する重要な事項として引

受保険会社が告知を求めたもの く告夕[事 I貢)について事実を正確に告夕[lい ただく
義務 (告夕Cl義務)があり、取扱代理店には告夕[受領権があります (取扱代理店に

瑶文墓霰望≒現錦 覇夙恩Sξ雲
会
始謝 |を脇銘雉催解安

乏黎瀑己F槙露姦亀岳a愚霊拿と、こξ恐言ごと語識ケ婁9Б ttf命矢零送量誘筆載内容を必ずご確認ください。
(*)印の用語については、口謁瓢区馨劃∃陳7～ 8ページ)をご参照ください。

6

補償項目の種類 被保険者 (*)

傷 害 補 償 ポランティア

賠償責任補償 ①ポランティア (ネ )

②上記①の監督義務者およ
人 (特定非営利活動法人

びポランティアが所属するNPO法
促進法に基づく)

c~加 入に際し
ます。ご加入
の内容を記載

たい事項をこの
tヽたします。こ
特約

(*)によつ

「注意喚起情報」に記載してい
の書面tよご加入に関するすべて
て定まります。ご不明な点につ

ヽ

ヽて t るし

てヽt tよ、取扱代理店ま

注意!興起f晴報のこ説明

特にご注意ください

暉



この保険契約と補償の範囲が重なる他の保険契約等について既にご加入され

ている場合、「補償の重複Jが生じることがありますので、必ずその内容 (保

険の種類、保険金額
(D等)を告矢〔lしてください。

補償の範囲が重なるのtよ、この保険契約と異なる保険種類にセットされた特

約の補償内容が同一となっているような場合もあります。

ご不明の場合は、]見在ご加入されている保険契約の内容が確認できる書類と

ともに、取扱代理店またIよ引受保F食会社までお問い合わせください。

(2)ご力B入後における注意事項(通矢[義務等)

(3)その他の注意事項

傷害補償 l′王)の被保険者が保険契約者以外の方である場合、次のいずれかに

該当するときtよ、その被保険者十よ保F食契約者に対し傷害補償 (主)の解約を求
めることができなす。この場合、保F食契約者tよ傷害補償

嵯)を
解約しなけれ

ばなり患せん。

①傷害補償の の被保険者となることについて、同意をしていなかった場合

②保険契約者またIよ保険金を受け取るべき方に、以下のいずれ,っ に`該当する

行為があつた場合

◇S受保険会社に傷害補償∞ に基づく保険金を支払わせることを目的と
してケガ等を生じさせ、または生じさせようとしたこと

◇保険金の請求について詐欺を行い、または行おうとしたこと

③他の保険契約等との重複により、保険金額等の合計額が著しく過大となり、

保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがある場合

①②および③の場合と同程度に被保F食者の信頼を損ない、傷害補償 (注 )の存

続を困難とする重大な事由を生じさせた場合

⑤保F食契約者と被保険者との間の親族 (*)関係の終了等により、傷害補償の

の被保険者となることについて同意した事情に著しい変更があつた場合

また、①の場合(よ、被保険者が3受保険会社に解約を求めることができます。

その際十よ被保険者であることの証明書類等が必要となります。

(注)その被保険者にナつ`かわる部分に限ります。

3.補償の開始時期
夕。ム期日(ネ )の

午前 0時に補償を開始しなす。保F食料
(*)十

よ、パンフレット本文 (「兵

庫県ポランティア 市民活動養害共済J)記載の方法により払い込んでください。

記載の方法により保険料を払い込んていただけない場合、保険期間が始まつた

後でも、保険金をお支払いできません。なお、始期日以降に保険加入手続きが

完了した被保険者についてtよ、力0入手続きが完了した日の翌日午前 0時から補

償を開始します。

4.保険金をお支払いしない主な場合等

(1)保険金をお支払いしない主な場合
パンフレット本文 (「兵庫県ボランティア 市民活動A害共済」)をご参照く

ださい。なお、保険金をお支払いしない場合の詳細tよ普通保険約款 特約の「保

険金を支払わない場合」等の項目に記載されておりますのでご確認ください。

(2)重大事由による解除
次のことがあつた場合十よ、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないこと
があります。
①3受保険会社に保険金を支払わせることを目的として損害訣たは傷害を生

じさせ、または生じさせようとしたこと。
②保険金の請求について詐欺を行い、またIよ行おうとしたこと。
③暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められたこと。
④上記のほか、①～③と同程度に引受保険会社の信頼を損なtヽ、保険契約の
存統を困難とする重大な事由を生じさせたこと。

5。 保険料の払込猶影期間等の取扱い

保険料は、パンフレット本文(「兵庫県ボランティア 市民活動炎害共済」)記謝の

方法により払い込んでください。パンフレット本文(「兵庫県ポランティア 市長

汚動久害共済J)記載の方法により保昼食料を払い込んでしヽただけない場合に1よ、保

険金をお支払いできません。また、ご契約を解除させていただくことがあります。

6。 解約と解約返れい金
ご加入を中途で脱退 (解約)される場合tよ、取扱代理店またtよ引受保険会社に

速やかにお申出ください。
■この保険契約に1よ、解約返れい金の返還はありません。

■ご解約に伴い、解約日
(*)ま

たは満期日
(*)等 までの期 PB弓 に相当する保険料

について追カロのご請求をさせていただくことがあります。追カロのご請求をさ

せていただいたときに(よ、その保険料を払い込んでいただく必要があります。

7.保険会社破綻時等の取扱い
パンフレット本文 (「兵庫県ボランティア 市民渚動A害共済」)を ご参照ください。

8.契 約 取 扱 者 (取扱 代 理 店 )の 権 限

パンフレット本文 (「兵庫県ポランティア 市民活動炎害共済J)を ご参照ください。

9.個人情報の取扱い
パンフレット本文 (「兵庫県ポランティア 市民活動炎害共済J)を ご参照ください。

・こ,の保険商品に関するィお問い合わ|むは,

〔取扱代理店】株式会社兵庫福祉保険サービス
〒65牛 0023兵庫県神戸市須磨区戎田」4-1-17
TEL :078-735-0166 F A X :078-735-1890

‐保険に関夢る|ご相談イ
IⅢ苦情・

,お問い合わ巻は
三井住友海上お客さまデスク

0120-632-277(無料)

チャットサポートな ビス

httpsツ /www ms inscom/contact/cc/
こちらからアクセスできます。

甘旨定紛争解決機関 :

引受保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛
争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約
を締結しています。引受保険会社とのP日∃で問題を解決できない場合に
tよ 、一般社団法人 日本損害保険協会にごホB談いただくか、解決の申し
立てを行うことができます。

一般社団法人 日本損害保険協会 そんぽ ADRセ ンター

0570--022--808〔 ナビダイヤル(全国共通 通話料有料)〕

受付BttPg弓 [平日9:15～ 17100(土日 祝日および年末年始を除きます)]

詳しくは、一般社団法人 日本損害保険協会のホームページをご覧ください。

(https://www sonpo ori9/)

暉 (*)印の用語については、口覇剥頭聾匿珂(7～ 8ページ)をご参照ください。

特にご注意ください

ご力こ入後、次に該当する事実が発生した場合に1よ、遅滞なく取扱代理店またIよ

S受保険会社にご通知くださtヽ。

ご通知がなtヽ場合、ご契約を解除し、保険金をお支払いできないことがありま

すので、十分ご注意ください。

○ポランティア汚動推進法人
(辛 )が

自発的な意思により他人や社会に貢献することを

目的とする透動の推進または社会福社の推進を目的とする法人 (国および地方公共

団体を含みます。)でなくなつた場合

また、ごカロ入後、次に該当する事実が発生する場合には、ご

'だ

入内容の変更等

が必要となり諜すので、遅滞なく取扱代理店またIよ 31受保険会社にご通知くだ

さい。

◇加入申込票記載の住所:矢 たは電話番号を変更する場合

◇上記のほか、特約の追力0 肖」除等、契約条件を変更する場合

特にご注意ください

用 語の ご説明

囲行

用 語 説 明

被 医師をいいます。

tヽ い

□行 保険期P日弓の中途で保険契約が解約された日をいいます。

引受保険会社にこの保険契約の申込みをするために提出する書類をいい、申込みに必要な内容を記載した付属
書類がある場合にtよ、これらの書類を含みます。

損害または傷害の発生の可能性をいいます。
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらと同程度に固定することができるものをいい、

B匈部固定帯、胸骨固定帯、肋 (ろ つ)骨固定帯、サポーター等は含みません。

加入申込票に記載された被保険者をいいます。

急激ア)｀ つ偶然な外来の事故によって身体に被つた傷害をいいます。
「急激」とは、「事故が突発的で、傷害発生までの過程においてBき間的間隔がないこと」を意味します。
「偶然」とは、「保険事故の原因または結果の発生が被保険者にとって予矢[lで きない、被保険者の意思に基づか
ないことJを意味します。
「外来」とは、「保険事故の原因が被保険者の身体外部からの作用によること、身体に内在する疾病要因の作用
でないこと」を意味します。

「傷害Jと tよ、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取した場合に急激に
生ずる中毒症状 (継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。

危険

ギブス等

記名被保険者

頸 (けい)部症候群
ケガ

る い tヽ

後遺障害

舅′のないものを除きます。

治療の効果が医学上期待できない状態であつて、被保険者の身体に残された症状が将来においても回復できな
tヽ機能の重 大な障害に至つたものまたは身体の一部の欠損をいいます。ただし、被l呆険者が症状を訴えている

場合であつても、それ を裏付けるに足り

ワ



団行 始期日

酒気帯び運転

自動車等
共 効

手術

乗用具

所定の部位

来)見族

回行 治療
通院

囲行 入院
困行 被保険者

普通保険約款
保険期間

保険金

保険金額

保険料
ボランティア

ボランティア活動

ボランティア渚動推進
法人

図行 満期日

免責金額
申込人

お よ

(注)婚姻の届出をしていない

により

食物、吐物、B重液等が誤つて気管内に入ることをいいます。
保険期間の初日をいいます。
道路交通法第65条 (酒気帯び運転等の禁止)第 1項に定める酒気を帯びた状態で自動車等を運転することをい
います。
自動車または原動機付自転車をいいます。
保険契約の全部または一部の効力を将来に向かつて失うことをいいます。
次のいずれズ)｀ に該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている診療行為

∝1)。

ただし、創傷処理、皮虐切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復
固定術およ び摂動術ならびに抜歯手術を除きます。

②先進医療に該当する診療行為
∝2)

(注 1)①の診療行為には、歯科診療報酉‖l点数表に手術料の算定対2'く として列挙されている診療行為のうち、
医科 診療報ご‖l点数表においても手術料の算定対象として列挙されているものを含みます。

(注 2)②の診療行為は、治療を直接の目的として、メス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘
出等の処置を施すものに限ります。ただし、診断、検査等を直接の目的とした診療行為ならびに注射、
点消、全身的薬剤投与、局所的薬剤投与、放射線照射および温熱療法による診療行為を除きます。

自動車、原動機付自転車、モーターボート、水上方―トバイ、ゴーカー ト、スノーモービルその他これらに類
するものをいい ます。

次のいずれかの部位 (指、顔面等は含まれません志)をいいます。
長管骨 (上腕骨、携骨、尺骨、大腿骨、匹骨およd]サF骨をいいます。以下同様とします。)ま たは脊柱

'長管骨に接続する上肢またIよ下肢の3大関節部分 (中手骨、中足骨およびそれらより指先偵」は含まれません。)。

ただし、長管骨を含めギプス等の固定具を装着した場合に限ります。
肋骨 胸骨 せ にギプス等の固定具を装着し [〕

3 い tヽ

を含みます。
じ

もしくは診療所に通い、 ることをいい、 フ

による診察を含みます。ただし、治療を伴わない、薬斉」、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みま
せん。なお、同月に複数回のオンライン診療を受けた場合で、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表
においてオンライ を 1 1固 にのみ通院したものとみなします

をいいます。
オ ョンとな

に り、

tヽヽ

tヽ い

的な事項を定めた の で

をいいます。
により される損害または傷害が生

いすべき金銭 をいいます。
保険契約により補償される損害が発生した場合に引受保険会社ダ)｀ 支払うべき保険金の限度額をいいます。支払

ともいい

ッヽ

tヽ tヽ

イ ボランティ

フ イ ア で次のい かに該当する方をいいま
ア ポランティア活動団体の構成員

ンティア渚動推進法人に登録した
により や社会に貢献することを の tヽ れかに該当する活動

をいいます。なお、渚動には、洒動のための学習会または会議等を含み、有償
∝1)の

渚動は除きます。
ア 所属ボランティア活動団体の会則

∝2)に
貝」り企画、立案された活動

イ ポランティア活動推進法人の委嘱を受けた、またはボランティア活動推進法人に属け出た活動
(注 1)交通費、食事代等費用弁償程度の支給がなされる場合は、有償とはみなしません。
(注 2)名称を問いません。

自発的な意思により他人や社会に貢献することを目的とする洒動の推進または社会福祉の推進を目的とする法
お す。)をいいます。

ランテ した団体をいい
フ ア イ つている間をいい、ポランティア をつ り

発してから住居に帰着するまでの間を含みます。
(注 ) を

す。

支払

施設に帰る場合は

自己負担とな

としま

つ い tヽ

tヽ しヽ

る い い 被保険者が医師である

し

に補充 変更す
たは診療所に入り、

る

る日から終了する日 つて

に基づいて

ンティア活動推進法人の

される方で、
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兵庫県神戸市中央区坂□通244兵 庫具福祉センター内
(TEL)078-242-4634 (FAX)078-242-0297

ISI受保険会社】
三井住友海上人養保険株式会社 兵庫支店 神戸第二支社

〒654-0174
兵庫県神戸市中央区栄田」通 1-1-48
(TEL)078-334-8502
(FAX)078-334-5027

〔取扱代理店】
株式会社 兵庫福祉保険サービス

〒65牛 O023 兵庫県神戸市須磨区戎田」4-1-47
(TEL)078-735-0466 (FAX)078-735-4890
(事故相談〉フリーダイヤル0120-118-192(無料)

(営 業 日)土 日祝日を除く平日 (受付時間〉9:45～ 17:00
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